
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  親子間での土地の交換 

Ｑ：私が１年以上所有しているＡ宅地（時

価2,000万円）と父が１年以上所有しているＢ

宅地（時価3,000万円）を交換しようと思いま

す。宅地は同じ用途に供しますが、この場合

「固定資産の交換の特例」の適用を受けるこ

とはできますか？ 

  

Ａ：資産の価額の差が20％を超えています

ので特例の適用を受けることはできません。 

【解説】 

 税務では、固定資産を交換した場合におい

て、①同種類の固定資産の交換である②いず

れも１年以上所有している③取得資産を譲渡

資産と同一用途に供している④資産の価額差

が高い方の価額の２割以下である、などの要

件を満たしているときは、その譲渡はなかっ

たものとみなされることとされています。 

 この場合の④は原則として交換時の時価で

判定しますが、第三者間の交換で当事者同士

が合意しており、金額も合理的に算定されて

いるものであれば、時価と異なっていたとし

てもその合意した価額で判定することができ

ます。しかし、ご質問のような親子という特

殊関係者間での交換の場合は、たとえお互い

が合意していたとしても、時価で判定しなけ

ればなりません。 

 したがって、ご質問の場合ですと、時価の

差額（3,000万円-2,000万円＝1,000万円）が

高いほうの価額の２割（3,000万円×20％＝

600万円)を超えていますので、交換の特例の

適用を受けることはできません。  
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